
保険金お支払いまでの流れ
取扱商品・サービス体制

保険金お支払いまでのサービス
取扱商品・サービス体制
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＊以下は一例です。事故の内容・状況により以下の流れとは異なる場合があります。

保険金請求に必要な書類をできるだけ省略・簡素化するほか、ケースによっては電話確認示談も活用して、保険金のお支払い
をスピーディーに行っています。保険金お支払いまでの流れの概略は以下のとおりです。

事故発生のご連絡
「事故受付サービスセンター」へ、事故発生状況、損害（発
生）状況などをご連絡ください。事故後の注意点や事故解
決および保険金支払までの流れなどをご説明します。

保険金のお支払い
所定の書類を受領後、保険金をお支払いします。電話
による示談や保険金請求書類の省略ができる場合も
あります。

保険金請求書類の作成
保険金支払手続に必要となる保険金請求書類をご提出
いただきます。（領収書等のご提出をお願いすることも
あります）

お客様専任担当者のご案内
お客様専任の担当者を決定して、お客様へご案内すると
ともに、担当者より打合せ等のご連絡をします。

相手方の症状経過や事故の対応経過などのご報告
相手方の症状や相手方との交渉内容など、事故解決の経
過は、お客様のニーズに合わせて電話やEメール、ハガキ
でご報告します。また、ウェブサイトの「インターネット
サービスセンター」でも情報を提供します。

事故発生状況・損害状況の確認および損害額の算定
事故発生状況や損害物についての調査を行います。また、
お客様、相手方、修理工場などの関係者と打合せを行い、
損害額を算定します。

示談
相手方の損害額が確定し次第、示談交渉を行います。なお、
対人事故・対物事故ではすべて示談代行をします。

自動車保険の場合

■保険金請求書類作成に関するご注意
ご契約者、被保険者または保険金を受取るべき方が所定の書類を
提出されないとき、または提出された書類に知っている事実を記載
されなかったとき、事実と相違することを記載されたときは、保険金
をお支払いできないこと、または、減額される場合があります。また、
保険証券に免責期間が記載されている保険については、保険金の
お支払いの対象は免責期間の終了後からとなります。

■保険金支払後の補償内容について
保険金のお支払いが何回あっても、契約金額は減額されず満期まで
有効です。ただし、自動車保険の「おりても特約」の車外身の回り品
特約については、保険期間を通じてご契約の保険金額が限度となり
ます。また、傷害保険の各種特約についてもご契約の保険金額が
限度となるものがあります。

■保険金支払いに関する制度（自動車保険）
[自賠責保険の一括払制度 ]
対人事故および人身傷害事故の保険金をお支払いできる場合で、
補償を受けられる方からこの保険の保険金と自賠責保険金に
ついて一括請求のご依頼を受けた場合、ソニー損保が自賠責保険
金の部分まで立替えて一括してお支払いします。

[ 保険金の内払制度 ]
対人事故および人身傷害事故で保険金をお支払いすることが
できる場合には、示談成立前でも補償を受けられる方が負担すべき
被害者の治療費、休業損害、通院交通費等（自賠責保険で支払い
済みの額を除く）について内払金をお支払いします。

インターネット（パソコン・携帯電話ともに利用可能）でも事故受付を
しています。

24時間365日、フリーダイヤルで事故受付

どうしたらよいのかわからない、「もらい事故」のため保険金の支払
対象にならない、そんなときでも、経験豊かなスタッフが親身にお客様
のご相談をお受けします。

「示談代行サービス」「面談急行サービス」
「もらい事故相談サービス」の実施

お客様のご負担を減らし、書類を極力省略して迅速にお支払いができる
ようにしています。

保険金請求書類の省略・簡素化による
スピーディーな保険金支払

■保険金請求書省略サービス
車両事故や対物事故といった物損事故の場合、お客様からご提出
いただく「保険金請求書」を省略し、スピーディーなお支払いをします。
＊保険金請求書のご提出が必要となる場合もあります。

■交通事故証明書取付サービス
交通事故証明書が必要な場合は、ソニー損保が費用を負担して
交通事故証明書を取付けます。

■示談書省略サービス
対物事故で、お客様・相手方の双方が希望された場合、署名・捺印
が必要な示談書を省略し、保険金をお支払いいたします。合意内容
の控えをお客様にお送りします。
＊示談書が必要となる場合もあります。

■診断書省略サービス
搭乗者傷害保険や自損事故保険でご請求金額が5万円以下の場合、
医療機関が発行する「診断書」を省略し、お客様からの通院日の
ご申告で保険金をお支払いします。

＊診断書のご提出が必要となる場合もあります。

事故解決まで、お客様の専任担当者が対応します。専任担当者は、
各分野のプロフェッショナルと的確に連携をとりながら事故解決に
あたります。

何でも相談できる1事故1担当者制

事故受付から3時間以内に事故の内容に適した専任担当者を決定し、
専任担当者からお客様にご連絡します。

事故受付後3時間以内に、
お客様専任担当者からご連絡することをお約束

＊平日（月～金）午前9時から午後5時までの間に事故受付が完了した場合が
対象です。また、3時間以内のご連絡がふさわしくない場合などは対象外と
しています。

事故受付当日中に、初期対応（代車の手配や関係各所への連絡など）
とお客様への対応結果の報告をします。

事故発生時のスピーディーな対応にこだわり、
「即日安心365」サービスを提供

＊曜日を問わず365日お電話での事故受付（初期対応に必要な情報の確
認）が午後8時までに完了した、ソニー損保が示談交渉できる賠償事故の
場合が対象です。（午後8時以降の事故受付分は翌日の対応となります）

＊「インフォームド・コンセント」とは、主に医療現場において用いられる言葉
で、医師が患者に対し、治療方針を正しく説明し、患者の同意を得ながら
治療を行っていく進め方をいいます。

1つの事故でも解決方法は1つだけとは限りません。ソニー損保では、
お客様に納得していただける事故解決のために、「インフォームド・
コンセント」を導入しています。

説明と同意を繰返す「インフォームド・コンセント」導入で、
お客様の納得感を追求

☞ S・mile工房については26ページをご参照ください。
☞ 各サービスセンターの所在地については41ページをご参照ください。

お客様専任担当者が在籍するサービスセンターのほか、専任担当者
と連携しながら対応する損害調査ネットワーク、弁護士ネットワーク、
指定修理工場（S・mile工房）ネットワークで事故解決まで確実に
サポートします。

全国に広がるサービスネットワークでお客様をサポート

担当者がお客様とダイレクトにコミュニケーションをとりますので、直接いろいろなご相談をお受けすることができます。
担当者は、常にお客様の立場にたち親身に対応します。

自動車保険の事故解決サービス

■ 安心の事故対応

スピーディーかつ丁寧な対応でお客様の不安を取除き、お客様の納得感を追求しながら事故解決サービスを提供しています。
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